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・ 三原コラム（三原） 

・ 雇用保険の料率改定と労働保険の申告（森） 

・ 250％定率法（桑原）    

・ 中小企業のための知的資産経営マニュアル（岡原）    

三原三原三原三原コラムコラムコラムコラム（（（（サンケイスポーツサンケイスポーツサンケイスポーツサンケイスポーツ記事配信記事配信記事配信記事配信よりよりよりより））））（（（（三原三原三原三原））））    
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雇用保険の料率が改定されました。厚生労働省の先走りもあり、成立が４月にズレ込みました。締日が早い会

社の皆様は２度手間になってしまったかもしれません。野党の立場も理解できますが、給与担当者には迷惑な話

です。 

なお、「一般の事業」の被保険者負担率は［改正前］1,000 分の 8 →→→→［改正後］1,000 分の 6 となってお

ります。給与ソフトやエクセルシートを使っている場合は、忘れず変更をお願いします。 

また、５月は例年、労働保険の年度更新の手続きが必要です。申告・納付の期限は 6 月 11 日（月）です。

成立が遅れたため、今年は納付日も変更になっています。納付額は、18 年の確定保険料から既納付額を差し引

いた残額と、19 年の概算保険料です。18 年確定保険料の算出には改正前の料率を、19 年概算保険料の算出

には改正後の料率を使用します。申告書にはあらかじめ印字されておりますので、ご確認ください。 

 不明点等ありましたら、何なりとお問い合わせ下さい。 

『俳優の森繁久弥（93）が、親族が経営する会社の債務返済のため不動産を売却した際、過大に課税された

として国税当局による所得税約 2000 万円の課税処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は 20 日、森

繁側の訴えをほぼ認め、約 1900 万円分の課税を取り消した。判決によると、森繁は平成１４年３月、東京都

世田谷区に所有していた土地などを売却。親族会社の債務返済に売却資金を充当した。森繁側は「親族会社は債

務超過で売却益返済の見込みはなく、所得から除外されるべきだ」と主張したが、国税当局は認めなかった。』

１２被告全員の無罪が確定した鹿児島県議選の選挙違反冤罪事件のように、税務の世界でも冤罪は多く、刑事事

件の無罪確立が１％としたら税務訴訟のそれは 10 倍くらいあると思います。そもそも税務訴訟に発展する場合

はまれで、税務調査の問題事項のうち訴訟で課税確定になるまでには修正申告や政治決着やうんぬんかんと白黒

はっきりつかない場合がよくあります。 

そんなことを思うと我々税理士・会計士はいわば「税の弁護士」であって、税務当局との和解事案を中心に弁

護するのが職務と言えます。そして、顧問弁護士として転ばぬ先の杖を求め日々「証拠作り」をやっているのか

もしれません（笑）。 

職業会計人と呼ばれる税理士・会計士は電卓バチバチ猛スピードでたたいているイメージあるかもしれません

が、それは本質ではありません。法律や判例を熟知して、法理論を体得して、いかに納税者に有利に弁論するか、

場合によっていかに自分が裁くか、が究極の姿だと思います。 

ところで 2000 万円から 1900 万円を取り消しても 100 万円残るので、その分は森繁さんの言い分認めら

れなかったんですね。まぁそれくらい仕方ないか。。。 

※ブログを更新中。弊社 HP に是非お立ち寄りください！ http://www.e3-partners.com/ 
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「「「「中小企業中小企業中小企業中小企業のためののためののためののための知的資産経営知的資産経営知的資産経営知的資産経営マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」がががが公表公表公表公表されましたされましたされましたされました（（（（中小企業診断士中小企業診断士中小企業診断士中小企業診断士    岡原岡原岡原岡原））））    

 

 

 

 

 

平成 19 年度の税制改正で減価償却制度の抜本的な見直しが行われましたが、その 1 つに平成 19 年 4 月

1 日以後に取得する減価償却資産について導入される 250％定率法があります。 

では、その 250％定率法とは何かというと、 

① 定額法の償却率（1／耐用年数）を 2.5 倍した率を償却率とする定率法による償却費 

② 期首簿価 ／（法定耐用年数 － 期首時点の残存年数） 

①が②を下回る年度に、償却方法を①の定率法から②の定額法に切り替えて、備忘価額の 1 円まで償却計算

する、というものです。 

言葉だけではわかりづらいので、具体例で考えてみます。 

取得価額が 1,000,000 円  耐用年数が 6 年  定額法の償却率 0.166 

250％定率法の償却率=0.166×2.5=0.415  とします。 

年数 1 2 3 4 5 6 

期首時点の残存年数 6 5 4 3 2 1 

期首帳簿価額 1,000,000 585,000 342,225 200,202 117,118 58,559 

① 415,000 242,775 142,023 83,084 48,604   

  ∨ ∨ ∨ ∨ ∧∧∧∧      

② 166,667 117,000 85,556 66,734 58,559   

減価償却費 415,000 242,775 142,023 83,084 58,559 58,558 

期末帳簿価額 585,000 342,225 200,202 117,118 58,559 1 

この例では 5 年目に①が②を下回るので、5 年目からは定額法となり備忘価額の 1 円まで償却することに

なります。 

償却方法が 250％定率法に変わって従来よりも早く償却できるので、企業側とすれば設備投資がかなりの

節税効果をもたらすようになると考えられますが、計算方法がややこしくなりますし、固定資産税における償

却資産については現行の評価方法が維持されるので注意が必要です。 

ご不明な点がございましたら弊社スタッフがアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。 

最近よく言われる 2007 年の団塊世代の大量退職問題や高齢化問題は、私たち中小企業にとっても他人事ではあり

ません。私たちがお手伝いする企業でも熟練社員の高齢化でその技術やノウハウをどのようにして継承するかが大

きな課題となってきています。そのような中、独立行政法人中小企業基盤整備機構では、熟練社員や技術者の技術

やノウハウをどのようにして活用し、中小企業経営に活かしていくかをひとつのマニュアルとしてまとめ、公表し

ています。 

ここで言う知的資産とは、従来の貸借対照表上に記載されている資産以外の無形の資産であり、企業等における競

争力の源泉である、人材、技術、知的財産（特許・ブランド等）、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、

財務諸表に表れてこない目に見えにくい経営資源の総称です。こうした会社の強みである知的資産をしっかりと把

握し、それを活用することで業績の向上に結びつけることが「知的資産経営」というふうに定義づけています。つ

まり、中小企業の本当の実力は、「資金力」「不動産を持っている」「借金が少ない」「いろんな機械設備を持ってい

る」といったものだけでなく、「知的資産（技術やノウハウ）を持っている、持つための取り組みを実施している」

ことが競争優位の源泉になるということです。また、この技術とかノウハウは他社で真似し難いものであればそれ

に越したことはありませんが、特殊な技術などだけでなく、いままでの経験や実績の積み重ねもこのノウハウにな

るのではと思います。経験や実績をその場限りのものにするのではなく、その経験や実績をデータベース化するな

どして蓄積し、他の社員も使えるような仕組みを作っていくことも知的資産経営の実践です。     

  参考  http://www.smrj.go.jp/keiei/chitekishisan/index.html 


